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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課
総務課

すこやか健康課
種別 条例

議案番号 議案第 75 号 議案名

琴浦町行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部改正について

目 的

鳥取県下で実施されている特別医療費助成制度及び心身障がい者医療費助

成制度の運用にあたり、受給資格認定の審査のため必要な各種情報を、個人番

号を利用して確認できるよう事務及び照会対象情報を条例に追加するもの。

内 容

１ 概要

現在、特別医療費助成制度及び心身障がい者医療費助成制度の受給資格認

定審査のため、申請者による保険証の提示等により資格確認を行っていると

ころだが、令和６年１２月２日から健康保険の被保険者証が廃止され、マイ

ナンバーによる医療保険の加入状況確認が必要になるため、また、個人番号

による情報連携を行うことで手続を簡素化し住民負担を軽減するため、所要

の改正を行う。

個人番号を利用した情報連携を行うためには法定の事務であることが原則

だが、各地方公共団体が独自に行う事務のうち、法定の事務と類似した事務

であり条例で定めるものについては連携が可能となるため、本条例に事務及

び照会対象情報を追加する改正を行う。

２ 改正内容

（１）事務の追加

別表１に新たに情報連携を行う「特別医療費助成」と「心身障がい者医療

費助成」に関する事務を追加。

（２）事務及び照会対象情報の追加

上記２事務に関し、別表２に、新たに情報連携を行う事務に加えその事務

で照会する各種情報を追加。地方税関係情報、医療保険関係情報など。

補足事項 施行期日 公布の日
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 条例

議案番号 議案第 76 号 議案名

琴浦町地域包括支援センターにおける包括的支援

事業の人員等に関する基準を定める条例の一部改

正について

目 的

地域包括支援センターの人材確保が困難となっている現状を踏まえ、柔軟な

職員配置を可能とする国の省令改正が行われたことに伴い、町も同様の改正を

行うもの。

内 容

１ 概要

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準の一部を改正する省令（令和６年３月 29 日）が公布され、令和６年４月１

日に施行されたことに伴い、所要の改正を行うもの。

（１）地域包括支援センターにおける職員配置の柔軟化

省令において地域包括支援センターに配置すべき３職種（保健師、社会福祉

士及び主任介護支援専門員）を中心に職員の確保が困難になっている状況を踏

まえ、柔軟な職員配置可能とするため、地域包括支援センター運営協議会が認

める場合には、以下のとおり配置できるよう改正された。

ア 現行の地域包括支援センターの職員の員数について、地域包括支援セン

ター運営協議会が必要と認めた場合、常勤換算方法によることを可能とす

る。

※ 常勤換算方法とは、センターの勤務延時間数を常勤職員が勤務すべき時

間数で除することにより、職員数に換算する方法

イ 地域包括支援センター運営協議会が必要と認めた場合、複数の地域包括

支援センターを一の区域として、当該複数のセンターに配置すべき３職種

の常勤職員数の合計を配置することにより、それぞれのセンターの配置基

準を満たすものとする。この場合でも２職種の配置は必須とする。

２ その他

琴浦町地域包括支援センターは市町村が直営で設置しており、常勤による３

職種の配置ができているため、現在の配置状況における影響はない。

経過措置期間（令和７年３月 31 日まで）として、町の条例改正までは従前

の例による。

補足事項 施行期日 公布の日
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 条例

議案番号 議案第 77 号 議案名 琴浦町国民健康保険条例の一部改正について

目 的
国の制度改正による被保険者証の廃止に伴い、琴浦町国民健康保険条例の一

部を改正するもの。

内 容

１ 概要

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 48 号）の施行により、令和６

年 12 月２日以降、現行の被保険者証が発行されなくなることに伴い、被保

険者証の返還に応じない者に対する 10 万円以下の過料の規定部分を削る改

正を行うもの。

補足事項 施行期日 令和６年 12 月２日

改正後 改正前

①国民健康保険法第９条第１項若しくは

第５項の規定による届出をしない場合

②虚偽の届出をした場合

その者に対し 10万円以下の過料に処す
ることができる。

①国民健康保険法第９条第１項若しくは

第９項の規定による届出をしない場合

②虚偽の届出をした場合

③国民健康保険法第９条第３項若しくは

第４項の規定により被保険者証の返還

を求められてこれに応じない場合

その者に対し 10万円以下の過料に処す
ることができる。
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 建設住宅課 種別 条例

議案番号 議案第 78 号 議案名 琴浦町営住宅団地集会所条例の一部改正について

目 的 琴浦町朝日ヶ丘団地集会所の無償譲渡に伴い、条例内から当該表記を削る。

内 容

１ 条例案の概要

朝日ヶ丘団地の用途廃止後、集会所も解体する予定だったが、地元(朝日ヶ

丘自治会)の要望で解体しないまま、現在まで朝日ヶ丘自治会の公民館として

利用されている。

令和４年度に地元から集会所の激しい損傷について修繕依頼があり、これま

での経緯を踏まえ、地元と無償譲渡の交渉を行い、町が修繕をしたうえで譲渡

を受けるとの回答があった。修繕工事が終了したため、無償譲渡するのに伴い、

条例から「朝日ヶ丘団地集会所」の文言を削るもの。

２ 施行期日等

公布の日から施行する。

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 条例

議案番号 議案第 79 号 議案名
琴浦町農業集落排水事業分担金徴収に関する条例の一

部改正について

目 的
農業集落排水事業分担金について、制度が類似する条例と統一を図るため、所要

の改正を行うもの。

内 容

１ 改正の概要

農業集落排水分担金と公共下水道受益者負担金(分担金)は、制度内容が類似す

る点が多い。山川木地を除く農業集落排水は令和 14 年頃までに公共下水道へ統合

予定であり、今後、現在の農業集落排水区域のほとんどが公共下水道として管理す

ることとなる。

この度、農業集落排水分担金に係る規定について公共下水道受益者負担金(分担

金)の規定を準用し、受益者負担金の賦課、徴収など受益者制度の運用効率化を図

る。

※農業集落排水の統合を含む下水道全体計画は令和５年度に変更認可済

改正後 改正前

第２条(定義)

「受益者」の意義については、琴浦町公共

下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条

例第２条の規定を準用する。

《琴浦町公共下水道事業受益者負担金及び

分担金徴収条例》

第２条（受益者）

処理区域内の汚水を排除する当該建築物

の所有者、当該土地の所有者

第２条(受益者)

当該事業の施行に係る地域の居宅及び借

家、事業所等の所有者をいう。

第４条（分担金の額及び賦課並びに徴収の方

法）

受益者が負担する分担金の額及び賦課並

びに徴収については、公共下水道事業受益者

負担金及び分担金徴収条例第４条及び第５

条の規定を準用する。

《琴浦町公共下水道事業受益者負担金及び

分担金徴収条例》

第４条(負担金の額及び徴収基準）

ž 負担金額 一戸当たり 29万円

ž 戸数の基準 規則委任

【一般家庭】

１住居の場合／１戸

同一敷地内に同一受益者が、住居等を

所有／１戸

第４条（分担金の額及び徴収の方法）

・分担金の額 １戸当たり 29 万円

・支払回数 一括又は５年分割

・前納報奨金 一括払い／２万円

２期目に残りを全額納付

した場合／１万円

・戸数の基準

【一般家庭】

１住居の場合／１戸

同一敷地内に同一受益者が、住居等を

所有／１戸

【事業所】

10 人未満／１戸 ・10～25 人未満／1.5

戸等

【公共施設】

１施設当たり／１戸

- 5 -



補足事項 施行日 公布の日

【事業所】

10 人未満／１戸 ・10～25 人未満／1.5

戸等

【公共施設】

１施設当たり／１戸

第５条(負担金の賦課及び徴収)

ž 支払回数 一括又は５年分割

・前納報奨金 規則にて明記

一括払い／２万円

２期目に残りを全額納付

した場合／１万円

第５条（分担金徴収の猶予及び減免）

分担金の徴収を猶予し、又は減免すること

ができる。基準については、公共下水道事業

受益者負担金及び分担金徴収条例第６条及

び第７条の規定を準用する。

《琴浦町公共下水道事業受益者負担金及び

分担金徴収条例》

第６条（負担金の徴収猶予）

ž 地上権等を有する土地等の状況により、徴

収を猶予することが有利であると認めら

れるとき。

ž 災害、盗難その他の事故が生じたことによ

り、負担金を納付することが困難であるた

め、徴収を猶予することがやむを得ないと

認められるとき。

第７条（負担金の減免）

ž 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供

することを予定している土地に係る受益

者

ž 国又は地方公共団体がその企業の用に供

している土地に係る受益者

ž 公の生活扶助を受けている受益者その他

これに準ずる特別の事情があると認めら

れる受益者

ž その状況により特に負担金を減免する必

要があると認められる土地に係る受益者

第５条（分担金徴収の延期及び減免）

・徴収猶予 係争地、建築物のない土地 等

・分担金の減免に該当する施設等

公共施設、生活保護法受給者が所有する施

設、神社、寺院、公民館 等
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

議案番号 議案第 80 号 議案名 令和６年度琴浦町一般会計補正予算(第３号)

目 的

生涯学習センター地下駐車場消火設備改修事業、地域医療介護総合確保基金

事業、浦安駅北側待合所整備事業等、各種事業を追加するほか、令和５年度か

らの繰越金及び令和６年度普通交付税を財源とする財政調整基金の積立てを

行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な追加内容

歳入予算の主な補正内容については、次のとおりである。

[単位：千円]

歳出予算の主な補正内容については、次のとおりである。

（１）生涯学習センター地下駐車場消火設備改修事業［112,200 千円］

ア 事業説明

現在、消火設備の老朽化により、地下駐車場の利用を停止している

ため、利用再開に向けて、消火設備の改修工事を行う。

イ 経費

地下駐車場消火設備改修工事 ［110,000 千円］

地下駐車場消火設備改修工事監理委託料［2,200 千円］

ウ 財源

町債［112,200 千円］

補正前予算額 補正額 補正後予算額

12,767,908 761,548 13,529,456

款名称等 補正額

普通交付税 151,110

国庫支出金 14,554

県支出金 61,511

繰入金 △12,243

繰越金 424,504

町債 123,924

その他 △1,812

合 計 761,548
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（２）地域医療介護総合確保基金事業［46,523 千円］

ア 事業説明

町内事業者が小規模多機能居宅介護事業所を開設するにあたり、施

設整備等に係る費用を補助する。

イ 経費

地域医療介護総合確保基金事業補助金［46,523 千円］

ウ 財源

県支出金［46,523 千円］

（３）普通財産解体事業［8,679 千円］

ア 事業説明

旧浦安地区公民館及び旧逢束保育園の解体について、鳥取県公共建

築工事積算基準等の改定に伴い、事業費を増額する。

イ 経費

解体工事設計委託料［194 千円］

解体工事監理委託料［145 千円］

普通財産解体工事［8,340 千円］

ウ 財源

町債 ［8,200 千円］

一般財源［479 千円］

（４）田越・笠見地区浸水対策事業［6,069 千円］

ア 事業説明

田越地区農業用排水路改修工事について、上水道管の撤去・復旧が

必要なため、工事費を増額する。

イ 経費

田越地区農業用排水路改修工事［6,069 千円］

ウ 財源

町債 ［6,100 千円］

一般財源［△31 千円］

(５) 浦安駅北側待合所整備事業［5,100 千円］

ア 事業説明

JR 浦安駅の新たな待合所及びトイレの整備に向けた詳細設計を行
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う。JR による浦安駅トイレ撤去に伴い、代替施設として駅前にトイ

レを確保する。

イ 経費

浦安駅北側待合所詳細設計委託料［5,000 千円］

駅前トイレ使用負担金 ［100 千円］

ウ 財源

町債 ［5,000 千円］

一般財源［100 千円］

(６) 老人福祉施設入所措置事業［3,844 千円］

ア 事業説明

身体、環境、経済的事情により在宅生活が困難な高齢者の養護老人

ホーム措置入所費用を負担する。

イ 経費

老人福祉施設入所措置事業委託料［3,840 千円］

養護老人ホーム入所判定委員報酬 ［4千円］

ウ 財源

一般財源［3,820 千円］

負担金 ［24 千円］

（７）水産振興対策事業［3,706 千円］

ア 事業説明

漁船のための給油・漁船保全修理施設の整備費用を助成するほか、

漁業経営の改善に係る漁船の改造経費の助成及び漁業近代化資金の

利子を補助する。

イ 経費

主要水産産地共同利用施設等整備事業費補助金［3,460 千円］

がんばる漁業者支援事業補助金 ［167 千円］

漁業近代化資金利子補給事業補助金［79 千円］

ウ 財源

県支出金［2,306 千円］

一般財源［1,400 千円］

（８）果樹振興対策事業［2,953 千円］

ア 事業説明
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令和６年４月 16 日の降雹により梨柿等に被害が発生したことか

ら、緊急的に病害虫の蔓延を防ぐための緊急防除に要する経費を補助

する。

梨生産振興にかかる果樹棚、整地費等の整備費を補助する。

イ 経費

梨柿等降雹被害緊急防除支援事業補助金［1,754 千円］

鳥取梨生産振興事業補助金 ［1,199 千円］

ウ 財源

県支出金［2,316 千円］

一般財源 ［637 千円］

（９）商工業の振興事業［1,562 千円］

ア 事業説明

令和５年度エネルギー・原材料価格高騰対策特別金融支援事業補助

金を融資実績に伴い増額する。令和６年度についても事業者のエネル

ギー・原材料価格高騰に起因する融資及び、為替相場急変に起因する

融資に対する利子を３年間補助する。

イ 経費

令和 5 年度エネルギー・原材料価格高騰対策特別金融支援事業補助金［1,048 千円］

令和 6年度エネルギー・原材料価格高騰対策特別金融支援事業補助金［216 千円］

令和６年度為替相場急変緊急対策特別金融支援事業補助金 ［298 千円］

ウ 財源

県支出金［781 千円］

一般財源［781 千円］

（10）感震ブレーカー設置事業［300 千円］

ア 事業説明

能登半島地震の教訓を踏まえ、地震による電気火災を防ぎ、安心・

安全なまちづくりにつなげることを目的として、感震ブレーカー設置

費を補助する。

イ 経費

感震ブレーカー設置事業補助金［300 千円］

ウ 補助率等

対象経費 ：電気工事を伴う感震ブレーカー設置費

補助率 ：１／２
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補助上限額：30 千円

エ 財源

県支出金［150 千円］

一般財源［150 千円］

(11) 国県返納金 [32,735 千円]

ア 事業説明

令和５年度事業について事業費確定に伴い、実績額を超えた金額

を国県へ返納する。

イ 経費

返納金 [32,735 千円]

主な返納金

障害者自立支援給付費国庫負担金返納金 [6,885 千円]

鳥取県障害者自立支援給付費負担金返納金 [3,443 千円]

新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽﾜｸﾁﾝ接種対策費国庫負担金返納金 [6,346 千円]

障害児通所給付費等国庫負担金返納金 [2,442 千円]

障害者医療費国庫負担金返納金 [1,503 千円]

ウ 財源

一般財源 [32,735 千円]

(12) 財政調整基金積立金 [503,000 千円]

ア 事業説明

令和５年度からの繰越金及び令和６年度の普通交付税を財源とし、

今後の災害等に備えるため、財政調整基金の積立金を追加するもの。

イ 基金残高

[単位：千円]

ウ 財源

一般財源 [503,000 千円]

基金名 補正額 補正後残高(見込）

財政調整基金 503,000 1,122,518
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３ 債務負担行為

追加 [単位：千円]

補足事項

事 項 期 間 限度額

令和 6年度エネルギー・原材料価格

高騰対策特別金融支援事業補助金

令和 7年度から

令和 9年度まで
619

令和 6年度為替相場急変緊急対策特別

金融支援事業補助金

令和 7年度から

令和 9年度まで
1,427

漁業近代化資金利子補給事業

（令和 6年度分）

令和 7年度から

令和 21 年度まで
1,005
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 81 号 議案名
令和６年度琴浦町国民健康保険特別会計補正予算

(第２号)

目 的
前年度繰越金の確定及び今年度の保険税本算定結果に伴う補正等を行うも

の。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

(１) 国民健康保険税 [△3,383 千円]

ア 事業説明

本算定の結果に基づき、保険税の減額を行うもの。

医療給付費分 （△2,691 千円）

後期高齢者支援金分 （△339 千円）

介護納付金分 （△353 千円）

(２) 一般会計繰入金 [190 千円]

ア 事業説明

会計運営事務経費の増額に伴い、繰入金の増額を行うもの。

職員給与費等繰入金 [190 千円]

(３) 繰越金 [9,843 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定によるもの。

【歳出】

(１) 総務費 [190 千円]

ア 事業説明

制度改正（保険証廃止）に伴う資格確認書の台紙代及びオンライン資格

確認手数料の増額補正を行うもの。

イ 経費

一般管理費 [190 千円]

ウ 財源

一般会計繰入金 [190 千円]

(２) 基金積立金 [6,456 千円]

ア 事業説明

補正前予算額 補正額 補正後予算額

1,996,428 6,650 2,003,078
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前年度繰越金の確定及び今年度の保険税本算定結果に伴い生じた剰余

金を財政調整基金へ積み立てるもの。

イ 経費

財政調整基金積立金 [6,456 千円]

ウ 財源

一般財源（前年度繰越金等） [6,456 千円]

(３) 諸支出金 [４千円]

ア 事業説明

出産育児一時金臨時補助金について、令和５年度分の精算に伴う返還を

行うもの。

イ 経費

国庫支出金等返納金 [４千円]

ウ 財源

一般財源（前年度繰越金等） [４千円]

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 82 号 議案名
令和６年度琴浦町介護保険特別会計補正予算(第２

号)

目 的 前年度決算に伴う増額補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

【歳出】

（１） 基金積立金 [26,894 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い生じた剰余金を基金に積み立てるもの。

イ 経費

(ア) 基金積立金 [26,894 千円]

ウ 財源

(ア) 繰越金 [25,290 千円]

(イ) 県負担金 [1,604 千円]

（２）諸支出金 [33,220 千円]

ア 事業説明

前年度決算に伴い、国、県、町等へ返納を行うもの。

イ 経費

(ア) 第１号被保険者還付金 [200 千円]

(イ) 償還金 [30,714 千円]

(ウ) 一般会計繰出金 [2,306 千円]

ウ 財源

(ア) 繰越金 [33,220 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

2,212,595 60,114 2,272,709

款名称等 補正額 主な補正理由

県支出金 1,604 県負担金（過年度分）

繰越金 58,510 前年度繰越金

合 計 60,114
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別 予算

議案番号 議案第 83 号 議案名
令和６年度琴浦町後期高齢者医療特別会計補正予

算(第 1号)

目 的 前年度繰越金の確定に伴い、補正を行うもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

【歳入】

(１) 繰越金 [1,389 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い、繰越金の増額を行うもの。

【歳出】

(１) 予備費 [1,389 千円]

ア 事業説明

前年度繰越金の確定に伴い、予備費の増額を行うもの。

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

317,585 1,389 318,974
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 農林水産課 種別 予算

議案番号 議案第 84 号 議案名
令和６年度琴浦町船上山発電所管理特別会計

補正予算（第１号）

目 的
前年度決算に伴う繰越金の減額及び委託料の増額に伴い、歳入歳出を減額補正

するもの。

内 容

１ 補正額 [単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[△549 千円]

(２) 歳出予算

年次点検委託料[997 千円]

一般会計繰出金[△549 千円]

予備費[△997 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

26,591 △549 26,042
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 予算

目 的 前年度繰越金額の確定に伴う補正を行うもの。

内 容

議案第 85 号 令和６年度琴浦町赤碕財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[116 千円]

(２) 歳出予算

予備費[116 千円]

議案第 86 号 令和６年度琴浦町安田財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[80 千円]

(２) 歳出予算

予備費[80 千円]

議案第 87 号 令和６年度琴浦町以西財産区特別会計補正予算(第１号)

１ 補正額[単位：千円]

２ 主な計上内容

(１) 歳入予算

前年度繰越金[27 千円]

(２) 歳出予算

予備費[27 千円]

補足事項

補正前予算額 補正額 補正後予算額

17,938 116 18,054

補正前予算額 補正額 補正後予算額

9,629 80 9,709

補正前予算額 補正額 補正後予算額

68,723 27 68,750
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 予算

議案番号 議案第 88 号 議案名 令和６年度琴浦町水道事業会計補正予算（第２号）

目 的 水源地に係る修繕費、水源地改良費の補正を行うもの。

内 容

１ 補正額

■支出 単位：千円

２ 主な計上内容

（１）支出 収益的支出[2,420 千円]

ア 事業説明

水源地の緊急遮断弁に係る修繕費の増額を行う。

イ 経費

（ア）営業費用[2,420 千円]

配水及び給水費[2,420 千円]

ウ 財源

（ア）一般財源[2,420 千円]

(２) 支出 資本的支出[2,530 千円]

ア 事業説明

水源地の水位計更新に係る水源地改良費（機械及び装置）の増額を行う。

イ 経費

（ア）建設改良費[2,530 千円]

水源地改良費[2,530 千円]

ウ 財源

（ア）一般財源[2,530 千円]

補足事項

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的支出

資本的支出

295,601

357,068

2,420

2,530

298,021

359,598
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 上下水道課 種別 予算

議案番号 議案第 89 号 議案名
令和６年度琴浦町下水道事業会計補正予算(第２

号)

目 的 令和５年度借入企業債の元利償還金額確定に伴う補正を行うもの。

内 容

１ 補正額

(１) 収入 単位：千円

(２) 支出 単位：千円

２ 主な計上内容

(１) 収入 収益的収入[246 千円]

ア 説明

支出の増額に伴い、一般会計繰入金の増額を行うもの。

イ 内訳

(ア) 営業収益[246 千円]

ａ 他会計負担金[246 千円] 一般会計繰入金(基準内)

(２) 収入 資本的収入[1,000 千円]

ア 説明

資本的支出の増額に伴い、一般会計繰入金の増額を行うもの。

イ 内訳

(ア) 他会計出資金[1,000 千円] 一般会計繰入金(基準外)

(３) 支出 収益的支出[△254 千円]

ア 説明

企業債の支払利息額の確定に伴う減額を行うもの。

イ 経費

(ア) 営業外費用[△254 千円]

ａ 企業債利息[△254 千円]

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的収入

資本的収入

904,553

559,794

246

1,000

904,799

560,794

区 分 補正前予算額 補正額 補正後予算額

収益的支出

資本的支出

900,112

861,424

△254

1,500

899,858

862,924
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ウ 財源

他会計負担金[△254 千円]

(４) 支出 資本的支出[1,500 千円]

ア 説明

企業債の支払元金額の確定に伴う増額を行うもの。

イ 経費

(ア) 企業債償還金[1,500 千円]

ウ 財源

(ア) 一般会計負担金[500 千円]

(イ) 他会計出資金[1,000 千円]

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課

総務課

すこやか健康課

税務課

上下水道課

農林水産課

種別 決算

目 的 令和５年度会計に係る歳入歳出決算等について議会の認定に付するもの。

内 容

議案第 90 号 令和５年度琴浦町一般会計歳入歳出決算認定について

(１) 歳入総額 12,967,933,592 円

(２) 歳出総額 12,404,536,843 円

(３) 歳入歳出差引額 563,396,749 円

(４) 繰越明許費繰越額 88,892,132 円

(５) 事故繰越繰越額 0 円

(６) 実質収支額 474,504,617 円

議案第91号 令和５年度琴浦町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 2,029,805,985 円

(２) 歳出総額 2,018,962,617 円

(３) 歳入歳出差引額 10,843,368 円

(４) 実質収支額 10,843,368 円

議案第92号 令和５年度琴浦町住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決

算認定について

(１) 歳入総額 14,274,853 円

(２) 歳出総額 2,621,426 円

(３) 歳入歳出差引額 11,653,427 円

(４) 実質収支額 11,653,427 円

議案第93号 令和５年度琴浦町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

(１) 歳入総額 2,260,140,836 円

(２) 歳出総額 2,201,629,973 円

(３) 歳入歳出差引額 58,510,863 円

(４) 実質収支額 58,510,863 円
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議案第94号 令和５年度琴浦町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

(１) 歳入総額 269,444,443 円

(２) 歳出総額 268,053,463 円

(３) 歳入歳出差引額 1,390,980 円

(４) 実質収支額 1,390,980 円

議案第95号 令和５年度琴浦町船上山発電所管理特別会計歳入歳出決算認定

について

(１) 歳入総額 25,582,032 円

(２) 歳出総額 19,978,698 円

(３) 歳入歳出差引額 5,603,334 円

(４) 実質収支額 5,603,334 円

議案第96号 令和５年度琴浦町八橋財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 22,847 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 22,847 円

(４) 実質収支額 22,847 円

議案第97号 令和５年度琴浦町浦安財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 21,741 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 21,741 円

(４) 実質収支額 21,741 円

議案第98号 令和５年度琴浦町下郷財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 180 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 180 円

(４) 実質収支額 180 円
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議案第99号 令和５年度琴浦町上郷財産区特別会計歳入歳出決算認定につい

て

(１) 歳入総額 0円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 0円

(４) 実質収支額 0円

議案第 100 号 令和５年度琴浦町古布庄財産区特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

(１) 歳入総額 674 円

(２) 歳出総額 0円

(３) 歳入歳出差引額 674 円

(４) 実質収支額 674 円

議案第 101 号 令和５年度琴浦町赤碕財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 18,171,322 円

(２) 歳出総額 394,023 円

(３) 歳入歳出差引額 17,777,299 円

(４) 実質収支額 17,777,299 円

議案第 102 号 令和５年度琴浦町成美財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 14,297,595 円

(２) 歳出総額 155,000 円

(３) 歳入歳出差引額 14,142,595 円

(４) 実質収支額 14,142,595 円

議案第 103 号 令和５年度琴浦町安田財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 10,155,450 円

(２) 歳出総額 452,495 円

(３) 歳入歳出差引額 9,702,955 円

(４) 実質収支額 9,702,955 円
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議案第 104 号 令和５年度琴浦町以西財産区特別会計歳入歳出決算認定につ

いて

(１) 歳入総額 69,244,874 円

(２) 歳出総額 1,119,120 円

(３) 歳入歳出差引額 68,125,754 円

(４) 実質収支額 68,125,754 円

議案第 105 号 令和５年度琴浦町水道事業会計決算認定について

(１) 収益的収入 326,563,996 円(税抜 300,337,223 円)

(２) 収益的支出 268,072,190 円(税抜 262,677,689 円)

(３) 資本的収入 113,812,593 円(税抜 同額)

(４) 資本的支出 256,433,567 円(税抜 241,117,767 円)

(５) 当年度純利益 37,659,534 円

議案第 106 号 令和５年度琴浦町水道事業会計剰余金の処分について

(１) 建設改良積立金の積立 37,659,534 円

(２) 建設改良積立金の積立及び資本金への組入 0円

(３) 資本金への組入 0円

議案第 107 号 令和５年度琴浦町下水道事業会計決算認定について

(１) 収益的収入 939,279,544 円(税抜 916,960,916 円)

(２) 収益的支出 924,407,280 円(税抜 897,757,344 円)

(３) 資本的収入 309,645,595 円(税抜 同額)

(４) 資本的支出 550,801,299 円(税抜 548,843,752 円)

(５) 当年度純利益 19,203,572 円

議案第 108 号 令和５年度琴浦町下水道事業会計剰余金の処分について

(１) 建設改良積立金の積立 19,203,572 円

(２) 建設改良積立金の積立及び資本金への組入 0円

(３) 資本金への組入 0円

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 その他

議案番号 議案第 109 号 議案名
建設工事請負契約の締結について〔旧浦安地区公民

館解体工事〕

目 的

令和６年９月２日に執行した指名競争入札、旧浦安地区公民館解体工事につ

いて、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項及び琴浦町議会の議

決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16 年琴浦町条

例第 54 号)第２条の規定に基づき、50,000 千円以上の工事請負契約の締結を

行うもの。

内 容

１ 契約内容

(１) 工事名 旧浦安地区公民館解体工事

(２) 工事場所 東伯郡琴浦町大字浦安 152-3

(３) 工事完成期限 令和７年３月２１日

(４) 請負金額 ６７，１００，０００円

(５) 契約の方法 指名競争入札

(６) 入札業者数 ８業者

(７) 落札率 ９８．７％

(８) 契約者

ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字逢束８７３番地

イ 氏名 株式会社 伊藤建設

２ 工事概要

(１) 解体工事

ア 建築解体工事 一式

イ 電気設備解体工事 一式

ウ 機械設備解体工事 一式

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 社会教育課 種別 その他

議案番号 議案第 110 号 議案名
建設工事請負契約の締結について〔旧安田小学校改

修工事〕

目 的 旧安田小学校改修工事について、工事請負契約の締結を行うもの。

内 容

令和６年８月 23 日に執行した限定公募型指名競争入札、旧安田小学校改修

工事について、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 96 条第１項及び琴浦町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成 16 年

琴浦町条例第 54 号)第２条の規定に基づき、50,000 千円以上の工事請負契約

の締結を行うもの。

１ 契約内容

(１) 工事名 旧安田小学校改修工事

(２) 工事場所 東伯郡琴浦町大字箆津 318 番地

(３) 工事完成期限 令和７年３月 14 日

(４) 請負金額 一金 １５２，９００，０００円（税込み）

(５) 契約の方法 限定公募型指名競争入札

(６) 落札率 98.9％

(７) 契約者

ア 住所 鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕 817 番地７

イ 氏名 高野組・チュウブ特定建設工事共同企業体

代表者 株式会社高野組 代表取締役 高力 久美

２ 工事概要

（１）建築工事 一式

（２）電気設備工事 一式

（３）機械設備工事 一式

（４）屋内消火栓取替工事 一式

（５）仮設工事 一式

（６）屋内、外構解体工事 一式

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 総務課 種別 その他

議案番号 議案第 111 号 議案名 財産の無償譲渡について

目 的
財産を無償で譲渡することについて、地方自治体(昭和 22 年法律第 67 号)

第 96 条第 1項の規定により、議会の議決を求めるもの。

内 容

１．財産の内容

２．相 手 方

琴浦町大字矢下606

矢下自治会区長 山本 英明

３．理 由

矢下自治会は平成12年10月27日に認可地縁団体として認可済みであ

り、上記財産は、矢下自治会が公民館用地として適切な管理を行ってい

る。

自治活動の一層の活性化を図るため、公民館用地を無償で譲渡するも

のである。

補足事項

区分
所在

地目 地積

（㎡）

備考

土地 琴浦町大字矢下字北田917 宅地 1,454.00 公民館用

地

- 29 -



令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 建設住宅課 種別 その他

議案番号 議案第 112 号 議案名 財産の無償譲渡について

目 的
財産を無償で譲渡することについて、地方自治体(昭和 22 年法律第 67 号)

第 96 条第１項の規定により、議会の議決を求めるもの。

内 容

１ 財産の内容

２ 相手方

琴浦町大字別所333番地１

朝日ヶ丘自治会区長 桑本 優男

３ 理由

朝日ヶ丘自治会は、令和６年１月12日に認可地縁団体として認可済であり、

上記財産は、朝日ヶ丘自治会が集会所として適切な管理を行っている。

自治会活動の一層の活性化を図るため、集会所用地及び集会所を無償で譲渡

するものである。

補足事項

区分 所在 地目 地積(㎡) 備考

土地 琴浦町大字別所字荒神畑 333 番１ 宅地 449.55
集 会 所 用

地

区分 所在 種類及び構造
面積

(㎡)

建物

（集会所）

琴浦町大字別所字荒神畑

333 番１
木造瓦葺平屋建 72.76
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 商工観光課 種別 その他

議案番号 議案第 113 号
議案

名

琴浦町一向平キャンプ場の指定管理者の指定につ

いて

目 的
令和７年度から令和 11 年度までの５年間における琴浦町一向平キャンプ場

の指定管理者として株式会社一向平キャンプ場を指定しようとするもの。

内 容

琴浦町一向平キャンプ場の指定管理候補者を公募により選定し、当該候補者

の指定について、議会の議決を求めるもの。

１ 事業者の名称 株式会社一向平キャンプ場 代表取締役 都築 法明

２ 事業者の所在地 鳥取県東伯郡琴浦町大字野井倉 688 番地 129

３ 事業実績

(１) 令和２年度から現在まで一向平キャンプ場の指定管理者

キャンプサイト区画のリニューアル、24 時間ネット予約受付の導入、サウ

ナの新設、HP 等情報発信の強化、年間パスポートの導入、地産地消のテロワ

ールキャンプなどによりキャンプ、サウナ利用者が増加した。

内閣府特命担当大臣、駐日ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ大使が視察された。

(２) その他主な自主事業等

ネイチャーサウナフェス、惑星コトウラフェスの開催、マスコミ等を活用

した広報宣伝、ふるさと納税返礼品の出品、関係人口増加の推進、ウィスキ

ングの導入、地元野菜販売、サウナ飯の周知。

４ 今後の取組方針

(１) 一向平キャンプ場の指定管理者としての取組方針

・テーマ「町を元気に地域交流」

町民を一番に考える・町を担う子どもたちとの交流事業を最優先として、

町民交流を主軸として継続して指定管理を行う。

(２) その他主な自主事業

・ネイチャーサウナフェスの充実・鳴り石の浜サウナ連携イベント

・中学生クッキング、鳥取短期大学課外事業・アメリカンスタイル BBQ

５ 指定管理候補者選定結果

(１) 応募事業者数 １事業者

(２) 選定委員会 令和６年７月 30 日開催

(３) 選定委員 ５名(副町長、総務課長、商工観光課長、山陰合同銀行、

中部商工会産業支援センター)

(４) 選定理由

・現指定管理者としてこれまでの約５年間の実績と投資によって、今後も安

定した管理が期待できる。

・町内法人であり、町民雇用による地元貢献度が高い。また、県事業『とと

のうとっとり』の事務局であり、キャンプ等関連情報の集約能力が高い。

・課題であった町民との交流に関しても今後の計画に盛り込まれており、継

続して実施の意思がある。

補足事項
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令和６年９月定例議会 議案概要 担当課 すこやか健康課 種別　　その他

議案番号 議案第 114 号 議案名
鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関す

る協議について

目 的
鳥取県後期高齢者医療広域連合規約の変更について、地方自治法第 291 条の

11 の規定により、議会の議決を求めるもの。

内 容

１ 概要

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律等の一部を改正する法律」（令和５年法律第 48 号）の施行により、令和６

年 12 月２日以降、現行の被保険者証が発行されなくなることに伴い、鳥取

県後期高齢者医療広域連合規約の「被保険者証」に関する部分について、所

要の改正を行うもの。

補足事項 施行期日 令和６年 12 月２日

改正後 改正前

別表第１（第４条関係） 別表第１（第４条関係）

1 略

2 資格確認書等の引渡し

3 資格確認書等の返還の受付

4 略

5 略

6 略

1 被保険者の資格管理に関する

申請及び届出の受付

2 被保険者証及び資格証明書の

引渡し

3 被保険者証及び資格証明書の

返還の受付

4 医療給付に関する申請及び届

出の受付並びに証明書の引渡し

5 保険料に関する申請の受付

6 上記事務に付随する事務
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